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椿ヶ丘町内会の災害時における基本行動書 
～ガイドライン～ 

2023年７月１１日 

椿ヶ丘町内会 防災部 
 

～はじめに～ 

 
この基本行動書は椿ヶ丘町内会地域内で起こりうる災害時を想定し、日頃より行動や情報の

伝達などを基本行動としてマニュアル化することで町内会の認識を高め、一定にすることで避難

する際、誤った行動・情報の伝達、混乱などで 2 次、3 次被害をできるだけ最小限にすることが目

的であり、確実に安全が保障されるということはありません。 
 

Ⅰ、活動の開始 

 
 椿ヶ丘町内会の活動開始は、次の要請または自発的行為によって行う。 

（１）金沢区内に災害が発生、または発生の恐れがあり、金沢区災害対策本部長（金沢区長）か

ら要請・金沢区災害本部が立ち上がった場合 

（２）テレビ・ラジオ等により、横浜に震度５（強）以上の地震、または警戒宣言の発令があった場

合 

（３）その他、広域で多くの人命にかかわる緊急事態（超大型台風通過・富士山噴火警報等の発

令）が発生した場合 

※ （３）は富岡ふれあいハウス、富岡第一地区連合町内会館、富岡小学校が避難先です。 

   （１）（２）は小田小学校と富岡小学校が避難先です） 

 

Ⅱ、安全行動確認 

 
 災害発生時、すべての町内会会員は自分や家族の安全を確保し家族や近隣の住民の方

に対して、冷静で適切な行動をとれるようにしましょう。   

会員は自分の身は自分で守ることが基本です！“その場や状況にあった身の安全”を第一

に、頭を守る・身を低くするなど冷静な行動をしましょう。 

 

（１）火災予防 

      震災時に一番怖いのが“火災”です！揺れがおさまったら“素早く火を止めて”絶対に火を

出さないように心がけ、家屋の倒壊や火災等、災害の状況を把握し家族の安全と無事をたし

かめるようにしましょう。（ガスは自動的に遮断されるので、天ぷら火災の危険がある場合以

外は、揺れがおさまってから切りましょう） 

 

（２）避難場所 

 ・ 大規模火災発生時は一時的に広域避難場所（富岡総合公園）へ避難しましょう。 

一時避難後は状況を確認した上でその後の情報や指示に従い行動しましょう。 
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広域避難場所には物資や設備などはありませんので、通常の災害時は避難しないようにし

ましょう。 

 

・ 地域防災拠点（小田小、富岡小等）は一時避難者と自宅被災者のための長期避難する方

の避難場所となります。 

小田小学校は１区～5区と 8区～11区の方が対象 

富岡小学校は 5区の一部と、６，７区の方が対象 

地域防災拠点では避難所設営、避難者受付等の準備ができ次第受付が始まり避難者カー

ドに記入後、体育館への避難が始まります。 

収容数に限りがありますので、自宅にて住居できる方は、自宅に留まってください。救援物資

は町内会経由で配布します。 

 

・  一時避難場所など（近くの道路・公園等で、地域住民が一時的に集まる場所）に避難する

場合は戸締りと電気ブレーカーをＯＦＦにしておくようにしましょう。 

 

・ 自宅で家族の安全を確保出来るようであれば、焦って無理に避難する必要はありません

ので状況をみて、その後の情報や指示に従いましょう。 

 

・ 家族の安全を確保できたら、近所の方及び班長に無事を知らせる。これは町内会で配布し

た“無事です”青旗を玄関や門扉などに掲げ、ご近所で青旗の確認できないときは声かけを

行い、無事を確認しましょう。 

  （青旗がみつからない場合はタオルなど代用品を使用してください） 

 

・ 避難中は“隣近所の助け合い”が大きな力になります！ご近所で負傷者や 1 人で避難が

困難な方を見かけたら、班長などを通じて本部に知らせ、ご近所の協力をもとに手助けをし

ましょう。 

 

・ 一時避難所は安否の確認や救出活動などの拠点となっている事がありますので、できる

範囲で町内会による安否確認や救助活動をできるように、避難する際ご近所に避難すること

を伝え、できるだけ車は使わずに歩いて避難しましょう。避難所に駐車場はありません。 

 

・ 一時的に避難所から自宅に戻るときは、火災や家屋倒壊の危険がないことを確認して自

宅に戻りましょう。 

 

 

（３） 支援物資 

・ 震災時のほとんどは、ライフライン（水道・ガス・電気等）の供給がストップしています。本

格的な支援物資は主に地域防災拠点（富岡小・小田小学校等で一時的に生活を送る場所）

に届けられますが、食料・物資は乳幼児・高齢者・けが人・病人等を優先して分配され、自宅

など地域防災拠点外で食糧・物資を必要とする被災者にも公平に分配されます。支援物資

が必要な方は町内会災害対策本部へ申し出てください。町内会災害対策本部で地域防災



   

 

3 

 

拠点へ要望書を提出し払い出しを受けます。 

 

・ 地域防災拠点にも物資は備蓄してありますが決して十分な量ではありませんので各家庭

で日頃から水と食料のストックをしておきましょう。（最低３日～１週間分を目安にしましょう。） 
 

Ⅲ、町内会災害対策本部立ち上げ 

 
  椿ヶ丘町内会の災害対策本部は、以下の要領により立ち上げ開設する。 

 

(1) 災害対策本部は予め決められた要員で構成する。災害対策本部は連合町内会館に開設す

る。ただし、連合町内会館に開設できない場合はふれあいハウスへ変更して開設する。 

 

（２） 災害対策本部開設運営に必要な、各種書類、備品、資材、機材等はふれあいハウスの裏

の 2つ倉庫から用意する。 

 

（３） 椿ヶ丘災害対策本部役割分担 

 

町内会長      椿ヶ丘町内会災害対策本部の立ち上げ、指揮 

               区役所、消防、警察等との連絡調整 

             椿ヶ丘町内会災害対策本部の立ち上げ後に、 

小田小地域防災拠点の運営委員副委員長で駆け付け隊も兼務 

 

副会長         椿ヶ丘災害対策本部の立ち上げ 

富岡小学校地域防災拠点管理運営委員会への参加 

 

総務部長、副部長  椿ヶ丘町内会災害本部にて区長からの安否・被害状況報告のまとめ 

              安否確認・被害状況ﾁｪｯｸ表（別紙２）の集計表を作成し地域防災拠点

へ報告、連絡調整 

             安否確認結果に基づく、対応の検討決断実行 

「発生時の防災拠点と各自町会のやり取り」（別紙１を参照）  

                          「各自町会⇒防災拠点 報告」（別紙２を参照）  

防災部長、副部長  椿ヶ丘町内会備蓄品の払い出し 

             地域防災拠点への支援物資要請まとめ、提出、受取、払い出し 

                           ・椿ヶ丘町内会は、正を防災部長、副を防災副部長で登録する。 

             ・地域防災拠点と各自町会との情報・物資のやり取りは本責任者とのみ

行う。「救援物資要望＆払い出し表」（別紙３を参照） 

                           ・地域防災拠点の情報入手 

                           自分の自町会の避難者状況、支援物資状況、他自町会要支援情報 

・救援物資受け取り 

  班長、区長による食料要望を聞き取る。（非会員も対象） 

高齢者、幼齢者に優先して配布する。不足分は地域防災拠点へ要
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望を提出する。  

・追加避難者の搬送と受け入れ依頼 

 

防災部長     小田小学校地域防災拠点活動への参加（防災実践リーダー兼務） 

                       小田小学校防災拠点はⅣ章参照 

防災部副部長  富岡小学校地域防災拠活動への参加 

                        富岡小学校防災拠点はⅤ章を参照 

 

環境衛生部長    椿ヶ丘町内会災害本部にて会員対応・負傷者救助連絡調整     

 

体育部長、副部長 小田小学校地域防災拠点立ち上げ、運営に参加 

 

防犯部長、副部長 椿ヶ丘町内会災害本部にて会員対応。椿ヶ丘町内会備蓄品の払い出し 

 

青少年婦人部長  小田小学校地域防災拠点立ち上げ、運営に参加 

 

会計部長       椿ヶ丘町内会災害本部にて会員対応。会計対応。 

 

情報システム部長、副部長 椿ヶ丘町内会災害本部にて情報収集・管理 

 

シニアー部長    椿ヶ丘町内会災害本部にて会員対応 

 

常任監査       椿ヶ丘町内会災害本部にて会員対応 

 

  区長        ・各班長同様に自分や家族の安全を確認でき次第、できる限り各班長と協

力して区域内の被害状況を確認する。各班長などから安否・被害状況を

確認集計（様式１：区長用ファイル参照）して、椿ヶ丘防災本部へ速やかに

報告する。椿ヶ丘防災本部は小田小学校と富岡小学校の地域防災拠点

へ報告する。 

・また、必要に応じて被災した近隣住民を一時避難所等に避難誘導する。 

・区長に事前に渡されている災害時要援護者名簿の内容に応じて、訪問し 

状況に対応する。できれば班長と一緒に行動する。 

・5 区、6 区、7 区の各区長は富岡小学校地域防災拠点へ参加し、富岡小  

学校地域防災拠点の活動計画に基づいて活動する。 

・班長よる安否・被災状況確認時に食料要望を聞き取る。（非会員も対象） 

高齢者、幼齢者に優先して配布する。 

 

 班長        ・各班長は自分や家族の安全が確認でき次第、自宅や自宅周辺（班内） 

 “【青旗】”無事です や安否・被害状況を確認して区長へ報告する。 

・また、必要に応じて被災した近隣住民を一時避難所等に避難誘導する。 

・区長の呼びかけがあれば、災害時要援護者宅を区長と一緒に訪問し、  
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状況に応じた対応をする。 

 ・各班ごとの安否確認・被害状況チェック票（様式２：班長用ファイル参照）を

準備しておくこと。 

・5 区、6 区、7 区の各班長は富岡小学校地域防災拠点へ参加し、富岡小学 

校地域防災拠点の活動計画に基づいて活動する。 

・安否・被災状況確認時に食料要望を聞き取る。（非会員も対象） 

高齢者、幼齢者に優先して配布する。 

 

※ 役員、区長が不在もしくは被災のため動けない場合 

 ・会長の代行は副会長 

 ・副会長の代行は総務部長 

 ・防災部長の代行は 防災副部長 

 ・防災副部長の代行は防犯部長 

 ・区長の代行は同じ区の班長より人選（会長より指名）、もしくは同じ区にいる役員（会長指名） 

 ・班長の代行は区長 もしくは、区長が指名する班長 

 

※ 備蓄物資分配活動 

①椿ヶ丘町内会対象 

所帯数 965所帯 推定人口 2342人。ただし非会員を含めて対応。約 1180世帯 

②備蓄食料、飲料水 

備蓄飲料水（500ｃｃ） 約 1500缶（使用期限にあわせて定期的に交換） 

食料（五目御飯他）  300 ﾊﾟｯｸ  パン 約 150缶 

③配布 

班長、区長による安否・被災状況確認時に食料要望を聞き取る。（非会員も対象） 

高齢者、幼齢者に優先して配布する。不足分は地域防災拠点へ要望を提出する。  
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Ⅳ、小田小学校地域防災拠点活動 
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会議体と自律運営隊 

（項番は小田小学校地域防災拠点 防災拠点運営手順書 令和５年５月（１０版）Ｐ５４） 
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Ⅴ、富岡小学校地域防災拠点活動 

   
（１） 椿ヶ丘町内会からの参加者 

町内会副会長、防災部副部長、5区長、6区長、7区長 

 

（２） 富岡小学校地域防災拠点活動内容 

① 副会長は富岡小学校地域防災拠点管理運営委員会へ参加する。 

② 町内会副会長、防災部副部長、5区長、6区長、7区長は富岡小学校地域防災拠点管理

運営委員会組織の庶務班、情報班、救出救護班、食料物資班へ参加する。 

③ 年度当初に策定される活動計画に基づく訓練活動等に参加する。 
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（３） 富岡小学校地域防災拠点の体制と主な役割分担   2012年 9月資料より 
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（４） 拠点の開設運営と班編制   2019年 7月 横浜市総務局危機管理室 資料を活用 
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（５）班編制と各班の事務分掌   2019年 7月 横浜市総務局危機管理室 資料を活用 
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（６） 富岡小学校地域防災拠点 避難者カード 2012年 9月資料より 
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別紙１ 小田小学校地域防災拠点 防災拠点運営手順書 令和５年５月（１０版） Ｐ２ 
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別紙２ 小田小学校地域防災拠点 防災拠点運営手順書 令和５年５月（１０版） P５８ 
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別紙３ 小田小学校地域防災拠点 防災拠点運営手順書 令和５年５月（１０版） Ｐ６８ 
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別紙４ 小田小学校地域防災拠点 防災拠点運営手順書 令和５年５月（１０版） Ｐ５６ 
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様式１                                          椿ヶ丘町内会 

            区長用被害集計用紙 

   区                   月  日  時  分報告  
 班別  世帯数 人的被害 倒壊家屋 避難人員 安否確認  備考 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
合計       

 
 
様式１                                          椿ヶ丘町内会 

            区長用被害集計用紙 

   区                   月  日  時  分報告  
 班別  世帯数 人的被害 倒壊家屋 避難人員 安否確認  備考 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
合計       
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様式 2                                         椿ヶ丘町内会 

            班長用被害集計用紙 

   区  班                月  日  時  分報告  
 世帯主 世帯人員 人的被害 倒壊家屋 避難人員 安否確認  備考 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
合計       

 
 

様式２                                          椿ヶ丘町内会 

            班長用被害集計用紙 

   区  班                月  日  時  分報告  
 世帯主 世帯人員 人的被害 倒壊家屋 避難人員 安否確認  備考 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
合計       

 


